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本
年
度
は
税
源
移
譲
が
行
わ
れ
、
自
主

財
源
で
あ
る
地
方
税
が
増
加
。
本
市
の
自

主
性
と
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
使
い
方

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

市
税
が
未
納
に
な
る
と
、
市
が
行
う
公

共
サ
ー
ビ
ス
は
予
算
不
足
で
事
業
の
縮
小

や
廃
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
す
。
生
き
生

き
と
暮
ら
せ
る
住
み
よ
い
前
橋
を
つ
く
る

た
め
に
、
市
税
は
必
ず
納
期
内
に
納
め
ま

し
ょ
う
。

　

市
税
は
、
市
役
所
収
納
課
、
各
支
所
・

出
張
所
、金
融
機
関
で
納
付
で
き
る
ほ
か
、

口
座
振
り
替
え
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
で
も
納
め
ら
れ
る
な
ど
、
納
税
を
し
や

す
い
環
境
の
整
備
に
力
を
入
れ
て
い
ま

す
。

●
口
座
振
り
替
え

　

納
期
日
に
金
融
機
関
の
口
座
か
ら
引
き

落
と
さ
れ
ま
す
。
申
し
込
み
は
市
内
に
支

店
が
あ
る
金
融
機
関
の
窓
口
へ
。

●
コ
ン
ビ
ニ
収
納

　

ほ
と
ん
ど
の
市
税
が
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
で
納
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
夜
間
や
休
日
で
も
納
付
で
き
ま
す
。

　

天
災
な
ど
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る

場
合
を
除
き
、
市
税
が
期
限
内
に
納
め
ら

れ
な
い
場
合
は
、
滞
納
者
に
滞
納
処
分
を

行
い
ま
す
。
滞
納
処
分
に
な
る
主
な
ケ
ー

ス
は
次
の
７
つ
で
す
。

①
滞
納
市
税
が
高
額
だ
っ
た
り
長
期
間
に

及
ん
で
解
消
が
見
込
め
な
い
。

②
職
員
に
よ
る
訪
問
、
文
書
に
よ
る
督
促

や
催
告
を
し
て
も
、
納
税
の
連
絡
も
し
な

い
。

③
分
納
誓
約
を
結
ん
で
も
、連
絡
が
な
く
、

納
税
が
途
切
れ
る
。

④
分
納
誓
約
を
結
ん
で
も
、
納
税
相
談
時

に
未
申
告
の
財
産
を
有
す
る
。

⑤
延
滞
金
の
納
付
意
志
が
な
い
。

⑥
生
活
の
都
合
や
借
金
な
ど
の
返
済
を
理

由
に
滞
納
す
る
。

⑦
納
税
に
無
関
心
で
納
付
意
志
が
な
い
。

　

滞
納
処
分
の
代
表
的
な
も
の
に
差
し
押

え
が
あ
り
ま
す
。
差
し
押
さ
え
は
、
納
期

の
約
１
カ
月
後
か
ら
可
能
に
な
り
ま
す
。

差
し
押
さ
え
後
に
納
税
が
な
い
場
合
は
公

売
な
ど
に
よ
っ
て
換
価
。
ま
た
、
分
納
誓

約
の
担
保
と
し
て
差
し
押
さ
え
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
督
促
状
が
届
い
た
ら
期
日
ま

で
に
納
付
す
る
か
収
納
課
へ
連
絡
し
て
く

だ
さ
い
。

●
差
し
押
さ
え

　

不
動
産
、
預
貯
金
、
一
定
額
を
除
い
た

給
料
・
年
金
、
生
命
保
険
、
自
動
車
、
動

産
な
ど
が
対
象
で
す
。

●
タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク
に
よ
る
差
し
押
さ
え

　

本
年
度
か
ら
タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク
に
よ
る
自

動
車
な
ど
の
差
し
押
さ
え
を
実
施
。
納
税

さ
れ
な
い
場
合
は
公
売
し
、
滞
納
市
税
に

充
て
ま
す
。

　

悪
質
な
滞
納
者
や
納
税
猶
予
が
必
要
と

思
わ
れ
る
滞
納
者
な
ど
の
家
屋
敷
や
事
務

所
な
ど
を
捜
索
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

立
ち
会
い
の
協
力
が
な
い
場
合
は
、
鍵
を

壊
し
て
強
制
的
に
捜
索
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

納
税
相
談
や
捜
索
な
ど
の
妨
害
、
制
止

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
声
で
騒
い
だ

り
、
暴
力
を
振
る
っ
た
り
し
た
場
合
、
公

務
執
行
妨
害
な
ど
の
刑
事
罰
が
適
用
さ
れ

る
こ
と
も
。
妨
害
行
為
に
は
、
警
察
と
連

携
し
厳
正
に
対
応
し
ま
す
。

　国から地方への税源移譲により、自主
財源としての地方税が増額されました。
快適で安全で安心な市民生活を支える上
で税収の確保は不可欠。
　納税ルールを守るなど市税の納付にご
協力ください。

国から地 へ より 自主国から地方への税源移譲により、自主

安全で安心なまちづくりに

　

市
税
は
地
方
税
法
な
ど
に
基
づ
き
、
収
入
や
財
産
に
応
じ
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

都
市
計
画
税
や
国
民
健
康
保
険
税
の
よ
う
に
使
用
目
的
が
決
ま
っ
て
い
る
も
の

以
外
は
、
福
祉
や
教
育
、
都
市
整
備
、
環
境
整
備
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
公
共
サ
ー

ビ
ス
に
活
用
。
き
ち
ん
と
納
め
ら
れ
な
い
と
、
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
に
支
障
を

き
た
し
ま
す
。
大
切
な
市
税
を
財
源
と
し
て
有
効
に
生
か
す
上
で
も
納
期
内
納

付
の
原
則
を
守
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
収
納
課
☎
８
９
０
―
６
２
２
９
へ
。

期
限
を
守
っ
て
計
画
的
に

税
源
移
譲
で

特
性
出
せ
る
よ
う
に

安安税
源

特
性

納
税
は
社
会
の
〝
ル
ー
ル
〞
で
す

　12月10日㈪から16日㈰までを「特別滞納整
理期間」と定め、期間中に市職員が滞納世帯を訪
問。事情を伺いながら納入を進めます。留守世帯
にはお知らせを置いていきますので、必ず連絡し
てください。連絡がない場合、滞納処分を行う場
合もあります。
■夜間納税窓口
日時＝12月10日㈪～ 14日㈮、午後８時まで
会場＝市役所収納課
■休日納税窓口
日時＝12月15日㈯・16日㈰、午前９時～午後
４時
会場＝市役所収納課

納
付
が
よ
り
便
利
に

コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で
も

。
夜
間
や
休
日
で
も
納
付
で
き
ま
す
。

主
な
滞
納
処
分
は

７
つ
の
ケ
ー
ス
が

納
税
に
無
関
心
で
納
付
意
志
が
な
い
。

タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク
で

差
し
押
さ
え
も

24 1111

て
ま
す
。

悪
質
な
滞
納
者
は

家
な
ど
を
捜
索

8601大手町

す
。暴

力
を
振
る
っ
た
ら

公
務
執
行
妨
害
に

12月･１月は滞納整理強化月間
職員が伺います

タイヤロックで差し押さえ

次の世代のために借金のない、住みやすい前橋を目指す




